
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

入力した「発送地港コード」および「到着地港コード」が不開港または税関空港以外の場合でも、内国

貨物運送申告の実施を可能とする。 

（Ａ）「発送地港コード」および「到着地港コード」のチェック処理の変更 

①海上の場合、入力条件を「開港であること」から「国内港であること」に変更する。 

業務が実施可能な条件は以下の通り。 

変更前 変更後 

開港であること 国内港であること 

・都市ＤＢの空港・港識別が「１」（国内港）

である場合。 

・都市ＤＢのシステム内外識別が「１」（開

港）である場合。 

・都市ＤＢの空港・港識別が「１」（国内港）

である場合。 

 

②航空の場合、入力条件を「税関空港であること」から「国内空港（ただし、国連ＬＯＣＯＤＥが設定

されているもの）であること」に変更する。 

業務が実施可能な条件は以下の通り。 

変更前 変更後 

税関空港であること 国内空港（ただし、国連ＬＯＣＯＤＥが 

設定されているもの）であること 

・都市ＤＢの空港・港識別が「２」（国内の税

関空港）である場合。 

・都市ＤＢのシステム内外識別が「１」（シス

テム内）である場合。 

・都市ＤＢの空港・港識別が「２」（国内の税

関空港）または、「３」（国内の税関空港以

外の空港）である場合。 

 

（※）なお、上記①②ともに以下の場合には、従来通りエラーとする。 

・入力した発送地港コードまたは到着地港コードに対し、監視部門管轄税関官署が設定されていない場

合 

・入力した不開港のバースコードに対し、管轄税関官署コード＿監視が設定されていない場合 

 

上記①②の変更に伴い、ヘルプメッセージを変更する。詳細は別紙「6N改変 21-19_不開港における内

国貨物運送申告の可能化_エラーコード変更内容」を参照。 

 

 

 

各港・空港における都市ＤＢの設定値による業務実施可否の一例を以下の表に示す。 

 

表１ 各港・空港における業務実施可否の例（海上）          〇：入力可能、×：入力不可 

LOCODE IATA 都市名及び州名 
システム 

内外識別 

空港・港 

識別 

管轄税関 

コード 

監視部門管轄 

税関官署コード 

変更前 

業務実施可否 

変更後 

業務実施可否 

JPABA   ABASHIRI - HOKKAIDO 0 1 8 8Y × ○ 

JPSHK   SHINKIBA-TOKYO 0 1 1 スペース × × 

JPTYO   TOKYO - TOKYO 1 1 1 1A ○ ○ 
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＜航空／海上業務＞ 
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＜変更前仕様＞ 

内国貨物運送申告について不開港および税関空港以外での利用ができない。 

＜変更後仕様＞ 

内国貨物運送申告について不開港および税関空港以外での利用を可能とする。 



 

 

表２ 各港・空港における業務実施可否の例（航空）          〇：入力可能、×：入力不可 

LOCODE IATA 都市名及び州名 
システム 

内外識別 

空港・港 

識別 

管轄税関 

コード 

監視部門管轄 

税関官署コード 

変更前 

業務実施可否 

変更後 

業務実施可否 

JPAKJ AKJ ASAHIKAWA APT - HOKK 0 2 8 82 × ○ 

JPNRT NRT NARITA APT - TOKYO 1 2 1 1M ○ ○ 

  WKJ WAKKANAI - HOKKAIDO 0 3 8 8Q × × 

 

表３ 各港・空港における業務実施可否の例（海上、航空共通）     〇：入力可能、×：入力不可 

LOCODE IATA 都市名及び州名 
システム 

内外識別 

空港・港 

識別 

管轄税関 

コード 

監視部門管轄 

税関官署コード 

変更前 

業務実施可否 

変更後 

業務実施可否 

CNSHA SHA SHANGHAI 0 9 スペース スペース × × 

JPZZ1   TOK-C-KANKATSU 0 9 1 スペース × × 

JPZZZ   UNKNOWN 0 9 スペース スペース × × 

 

バースコードＤＢの設定値による業務実施可否の一例を以下の表に示す。 

 

表４ 各バースにおける業務実施可否の例（海上）           〇：入力可能、×：入力不可 

港 

コード 

バース 

コード 
バース名 バース名（和名） 

管轄税関官署

コード＿監視 

変更前 

業務実施可否 

変更後 

業務実施可否 

JPTYO AA01C A-1 
お台場ライナー埠頭 

ＡＡバース 
1A ○ ○ 

JPTYO CA00C UNKNOWN 
東京フェリー埠頭 

ＶＡＡバース 
スペース × × 

 

（Ｂ）「税関利用者コード＿監視」のチェック処理の追加 

入力した書類提出先官署および入力した発送地港コード、到着地港コード、発送地バースコードに係

る税関官署において、「税関利用者コード＿監視」が設定されていない場合はエラーとする。詳細は別

紙「6N改変 21-19_不開港における内国貨物運送申告の可能化_エラーコード変更内容」を参照。 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「内国貨物運送申告（ＤＣＣ）」業務 

・「内国貨物運送到着確認（ＤＣＡ）」業務 

・「内国貨物運送申告（承認）変更（ＤＣＥ）」業務 

 

３. 添付資料 

・6N改変 21-19_不開港における内国貨物運送申告の可能化_エラーコード変更内容 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

（１）ＡＰ、端末資材 

ＡＰ  ：２０２２年０３月２０日（日）保守時間帯 

端末資材：２０２２年０３月２０日（日）０４：００ 

 


